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１）日時・場所 

○ と き ： 平成 25 年 1 月 18 日（金） 13：00 ～ 14：45 

○ ところ ： 沖縄県庁 12 階第 2 会議室 

  
２）出席者 

沖縄総合事務局 開発建設部 道路建設課   堀道路計画調整官、伊芸係長、 

譜久里 

総務部   跡地利用対策課 新里専門官 

沖縄県     企画部   企画調整課  下地跡地対策監、塩川主任、 

        土木建築部 道路街路課   赤崎班長、大城主任技師、照屋主任 

都市計画・ﾓﾉﾚｰﾙ課  照屋主幹 他 

宜野湾市   基地政策部  基地跡地対策課 田場次長、仲村係長、渡嘉敷主事 

玉野総合コンサルタント（株）         水野、笹本 

 

３）議事 

○ 普天間飛行場跡地の幹線道路網・交通網について 

 

４）意見交換内容 

沖縄総合事務局：資料２の３P の広域計画にもとづく幹線道路の整備のところで、「沖縄県総合

交通体系基本計画を踏まえ、広域的な主要幹線道路として位置づけられている中部縦貫

道路と宜野湾横断道路を整備」と書いてあるが、沖縄県総合交通体系基本計画の中には、

中部縦貫道路、宜野湾横断は位置づけられているが、県と国で作成している広域道路整

備基本計画には位置づけは無い。「広域的な」という表現は広域道路基本計画にも位置づ

けられていると誤解を与えるので、「踏まえ」ではなく「総合交通体系基本計画にある主

要幹線道路として中部縦貫道路と宜野湾横断道路を整備」にしてはどうか。 

P6 ３）②には｢沖縄県総合交通体系基本計画を基本とし｣と表現しており、先ほどの「踏

まえ」と異なる表現であるため使い分けを整理する必要がある。 

P6 ３）②の「併設」と「供用」の使い分けをきちっとしておかなければならない。 

P7 １）①の主要幹線道路、都市幹線道路、地区幹線道路の定義を整理しておく必要が

ある。 

P6 図があるが、宜野湾横断道路の R５８号線との交差のところだけアンダー交差にみ

える。意図が無ければ他と同じの表記でいいのではないか。トンネル案を推奨している

のであれば意味合いは違うかもしれないが。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：P3 の「踏まえ」は、方針を受けてという意味である。その中で位置づ

けられている中部縦貫道路と宜野湾横断道路を整備するという意味で表現している。 

沖縄総合事務局：それであれば「沖縄県総合体系基本計画に位置づけられている」としてもい

い。「踏まえ」たあと、「広域的な道路に位置づけられている」となると、広域道路整備

基本計画に位置づけられていると読める。意図が無ければ、「総合交通体系基本計画に位

■ 幹線道路ワーキング部会（第３回） 
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置づけられている広域的な主要幹線の整備」とすれば問題ない。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：P６の「基本とし」は、具体のルートを示しているわけではない、地区

を縦貫、横断すること程度の意味で「基本とし」という表現としている。 

沖縄総合事務局：環状道路の配置ではなく、縦、横にすることが基本という説明がつけば問題

ない。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：前段との連携も踏まえ、併設、共用の表現も含め整理する。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：P6 の図は、アンダーを表現したのではなく、図の見え方の問題だけ

である。他の路線同様に表現し、構造の違いで区分したと誤解されないように修正する。 

沖縄総合事務局：構造の議論はワーキングの中ですればよい。中間取りまとめの中にも事務局

案としてはアンダーの気持ちを強く出そうとしているのかどうか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：中間とりまとめの中では、構造までの具体的なものは載せない。構造の

議論は基本的には載せない。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：P7 の主要幹線道路、都市幹線道路、地区幹線道路の区分については、

どこかで定義がわかるような形にしていきたいと思う。一応、P4 の都市幹線道路の整

備の中には表記している。 

県道路街路課：委員会には、本日の資料が提示されるのか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：本日の中間取りまとめの資料は、道路・交通のみを抜粋したものである。 

県道路街路課：この抜粋版に他のものが加わるということか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：実際には、広域緑地や土地利用計画などの他の項目も合わせて一式の報

告書となる。 

県道路街路課：A３の道路配置方針図や構造比較の資料も提示するのか。 

県企画調整課：前回の委員会で、構造とか規格とか検討されているかとの質問があり、検討は

していると回答している。中間とりまとめで検討していることを具体的に説明するため

にこの資料は必要と考えているが、気になるのは３枚目の構造の比較が早めに出てしま

うと困るため、右上に注意表記を記載している。 

県道路街路課：P３のⅡ－３の①中部縦貫道路と②宜野湾横断道路、P６の３）の②主要幹線道

路のところの「跡地の中央を」いう表現だが、「中央」という言葉を入れないといけない

か。今後これに縛られないか心配であり、「中央」という表現を変えてはどうか。 

県企画調整課：「跡地内」という表現はどうか。 

県道路街路課：後々縛られないような表現にしていただきたい。 

P5 のⅡ－４の②周辺市街地における幹線道路の早期整備の推進に｢先行的な取組を推

進｣とあるが、どういった事を考えているか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：地区外部分を先行的に整備することを、跡地内と合わせて検討していく

ことである。 

県道路街路課：跡地内とは別に、跡地よりも先行的な取組を行っていくということか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：そういう事も踏まえて、地域住民との共同による計画づくりを進めてい

く事が周辺市街地における幹線道路の整備としては重要なのではないかと考えている。 

県道路街路課：この幹線道路というのは、中部縦貫道路や宜野湾横断道路も含んでいるのか。

それとも宜野湾市が整備する地区幹線道路のことか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：幹線道路としているので、中部縦貫道路なども含めた全体の幹線道路と

いう意味である。 

県道路街路課：跡地内の道路の位置も決まってないのに、地区外の先行的な取組は可能か。 
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玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：このような方針で取り組んでいきたいという事を示したもので、ルート

などの調査検討を踏まえて反映していくため、ルート等の具体が決まった段階で取り組

んで行くという意思表示である。 

県道路街路課：当方も宜野湾横断道路、中部縦貫道路を基地跡地関連で設計を行っているが、

宜野湾横断道路と中部縦貫道路の跡地外部分が先行することには懸念がある。跡地内の

ルート自体が決まっていない中、跡地外の議論をさせるべきなのか疑問である。 

P７は配置方針を記載するところであるが、文末に「トンネル構造等に配慮」と構造に

触れていることに疑問がある。 

A3 資料の主要幹線道路の構造比較で、中部縦貫道路は掘割案、高架案、宜野湾横断道

路はトンネル案が望ましいと整理しているが、何を根拠に望ましいと考えているか。具

体的な土地利用のあり方がまだ示されてない中で、どうしてそれが望ましいといえるか。

平面案の評価を意図的に悪く誘導している感じを受ける。欠点を示すよりもそれぞれの

利点だけを示す方がよいのでは。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：文章の中で「構造等については今後の調査踏まえて決めていく必要があ

る」と条件として示しており、今後の調査により評価が変わる可能性も含んでいる。 

県道路街路課：ここでは評価せずに、平面案も含めこの３案を今後検討していくという表現の

方がよい。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：構造についてはここで決める段階ではないので、ここで評価する必要が

ないということか。 

県道路街路課：そのとおりで、ワーキングで一致した意見であればよいが、道路街路課として

は平面案をアピールする考えも持っており、また掘割案、高架案も望ましいとは考えて

いないので、このような表現は避けたい。 

沖縄総合事務局：平面、掘割、高架は優劣をつける段階ではない。とくに平面案はコスト的に

優れているはずで、コストが安い方が早く幹線道路ができる。縦横の幹線道路が出来な

ければ土地・建物などが配置できない。高架案、アンダーはコストが高く、現状撤去や

地下への影響もチェックする必要があるなど、莫大な資金と期間が必要でまちづくり全

体に大きな影響を及ぼす。ただし用地はある程度確保する必要がある。その後に部分立

体や高架が発生した時、造ることは難しくないが用地確保は、まちが出来てからでは困

難。平面案を基本にし、それからの変化を予測できる部分は幅を確保しておくなど含み

を持たせた土地取得しておく必要がある。特に中部縦貫道路についてはそう考える。宜

野湾横断道路については、また別の観点があるため、どの構造が良いとは言い切れない

が、ある程度は掘ってもよいと思う。 

資料２ P4 の「格子状」は普天間のまちづくりの決まりなのか。格子状というと新都心

のつくりと似てくるが、サンエーなどの大規模な集積した施設が進出すると格子状が崩

れる。中部縦貫道路や宜野湾横断道路は流れると思うが、大規模施設周りの格子の部分

を局所的にみると車が集積し渋滞問題が発生する。今後、考えておく必要がある。 

市基地跡地対策課：宜野湾市としては、都市計画マスタープランの策定の段階で市民に普天間

飛行場の計画を示さなければならないため、市の中央にあることから格子状の計画を立

てた。中間とりまとめなど具体化すれば、都市計画マスタープランの見直しという事に

もなる。 

沖縄総合事務局：格子状については、鉄軌道が関われば変化するかもしれない。 

沖縄総合事務局：構造比較の中で、中部縦貫道路は横断的な構造比較で、宜野湾横断道路は縦
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断的な構造比較となっている。道路は、主道路、従道路と位置づけが分かれるが、中部

縦貫道路が主道路で、宜野湾横断道路が従道路のようにみえるが、宜野湾横断道路は西

海岸と沖縄自動車道を結ぶ、高規格×高規格を結ぶ計画となると宜野湾横断道路が主道

路になる可能性がまだあるのではないか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：中部縦貫道路だけを、横断検討している事ですが、土地利用側から見た

時に分断する要素が大きいという課題があるために横断検討している。主道路や従道路

の位置づけは、今後変わることも当然あると考える。土地利用のしやすさの観点から構

造を比較しただけである。 

沖縄総合事務局：横断構造のイメージは中部縦貫道路のみの場合となっているが、ニ路線の横

断イメージでよいのではないか。宜野湾横断道路の縦断案は地形的な制約があるのでこ

の検討でよいが、横断イメージは今後まだ検討が必要と考える。 

県企画調整課：中南部都市圏都市交通マスタープランに中部横断道路が入っているが、広域的

な部分で必要と考え表現している。あまり確定的ではないが、この計画に必要なのかど

うか。削除する考えもある。 

沖縄総合事務局：同列的に議論するのはおかしい気がするが、マスタープランに位置づけがあ

るなら表現することも間違ってはいない。 

県企画調整課：名称は表示していない。 

沖縄総合事務局：構想であればもう少し調子を落とすなどすればよいのでは。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：起終点に矢印をつけてはどうか。 

県企画調整課：鉄軌道と同じ表現にすることも考えられる。例えば沖縄総合交通体系基本計画

の「体系的な幹線道路の整備」と「利便性の高い公共交通ネットワークの構築」でも表

現の使い分けがなされているような気がするが、もっと良い表現の方法はないものか。 

沖縄総合事務局：中部横断道路は本計画の主な議論ではないということで、イメージを薄くし

てはどうか。 

県企画調整課：鉄道も色を薄くするなど、今後、委員会委員にも相談し検討していく。構造比

較については、優劣をつけるわけではないので、考えられる例として表現する。 

県都市･モノ課：P7 １）「配置方針図」の内容では、「跡地の土地利用ゾーン区分、跡地と周

辺市街地にまたがる交通網のルート及び跡地の緑地空間の区域で構成」とあるが、今回

資料は、道路網の配置方針図、緑地の計画と土地利用のゾーンと３つを合わせたような

図を示すべきである。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：全体の報告書にそのような図を載せる予定ではある。 

県都市･モノ課：P6 のパターン図、中部縦貫道路と宜野湾横断道路は、青い線と黒い線が重複

して表現されているが、何か意図があるのか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：広域的な道路と都市的な道路と両方の機能を兼ねているため、同じ線の

中に表現している。先ほどの併設、共用の区分はこのことからである。 

県都市･モノ課：委員会の意見で、全体的な表現方法として、跡地外をぼかすべきではという意

見があるが、方針図をぼかすということか。外側を表現しないということか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：ひとつの方法として現況を抜くという方法もある。 

県企画調整課：跡地内の地権者は自分の土地の場所は判り難いが、跡地外の地権者は自分の住

んでいるところのため判りやすい。むしろ跡地内よりも跡地外の地権者からの意見が多

く出る可能性はある。よって、A３配置方針図は、現況が有る、無しの２種類用意した。

私は、現況がある方が、具体がわかり、計画のメッセージとして示すべきだと思う。注
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意表記は示す。 

県企画調整課：点線と実線は現道と計画道路と分けたものであるが、計画の中でも差があるの

で、それを薄くするとか、ぼかすとか使い分けはできると思う。矢印を描く事で、位置

は決まってないが方向を示すことはできる。ここは今後整理していく。 

県道路街路課：配置方針図の下の道路（琉球大学西側）、現道があるはずだが、理由があって破

線になっているのか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：整備済みと思われるため実線に修正する。 

県道路街路課：破線は計画という認識だが、凡例では未整備となっている。ルートが決まって

いるだけの路線は未整備という表現はしない方がよい。表現方法を再考してはどうか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：破線は未整備であり、計画は決まっているが整備はされていない、現況

はあるが計画断面までの整備に至っていない所も含めて未整備としている。 

県道路街路課：破線で、都市計画決定してからまだ未整備な道路もあるが少ないはずで、他は

構想のラインとすると未整備という表現は違うのではないか。 

県企画調整課：未整備よりも、計画、構想の表現の方がよい。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：整備、未整備を分けた理由は、前回の WG の中で、整備・未整備を分け

た方が分かりやすいのではないかという意見があった。 終的な将来の出来型で考えれ

ば、ぜんぶ整備済みといえる。あくまで方針図なので、整備済み・未整備をあえて区分

する必要もないという考えた方がもある。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：計画道路は破線にして、出来ているところについては実線にする。「未

整備」という表現を「計画」に修正する。 

県企画調整課：計画の中でも差があるため、ぼかすなど表現を変えるかどうか。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：同じルートだが、規格が変わる、拡幅するなどケースがある。その場合

の表現を工夫する必要がある。 

県企画調整課：工夫し整理する。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：沖縄自動車道と、宜野湾横断道路の交点にインターのイメージを表現す

ることについてはどうか。 

県企画調整課：これは、今後検討していくという意味で表現した。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：本計画として入れていきたいという意思表示である。 

県企画調整課：駅も同じ考え。 

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)：前回の道路 WG でも丸で表現していたが、実線から破線に変更した。表

現をしないことも選択してしてはあるが、ここでは、破線で駅と同じ考えで表記する。 

県企画調整課：今日の意見を踏まえた形で修正加えて、工夫するところは検討する。今後、行

政連絡会議もあり、そこの意見も吸い上げて、委員会に望むこととなる。 

以上 
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５）配布資料 
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付属資料－１２ 「全体計画の中間取りまとめ」に向けた今年度調査の成果

１．普天間飛行場の跡地の環境づくりに反映すべき既定計画、関連調査の成果等 
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